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（1）計画の
　    位置づけ

●函館市環境基本条例第 8 条に基づき策定する計画であり，函館市総合計画
に基づくまちづくりを環境面から実現していく役割を担います。

●各環境分野における環境目標や，具体的な施策の方向性などを明らかにし，
各種計画および施策の環境に関連する分野を立案・実施するにあたっての
基本となるものです。

（2）計画の対象
　    とする
　    環境の分野

地球環境（温暖化の防止，酸性雨への対策など）

生活環境（大気汚染，水質汚濁など）

自然環境（生態系の多様性，生物の種・数など）

快適環境（公園・緑地，水辺など）

（3）計画の対象
　    とする地域

●函館市全域を対象とします。

●今日の環境問題は，大気や水質への環境負荷など行政区域を越え，地域が
一体となった対応が求められることから，これらの問題に対する本市の役
割を明らかにし，近隣市町や北海道，国の関係機関とも連携を図ります。

（4）計画の期間

●本市の環境像の実現に向け，環境に関する広範な施策を総合的・計画的に
推進することを目的としており，施策の着実な進展を図るために，計画期
間を平成 22 年度から平成 31 年度までの 10 年間とします。

●平成 26 年度を中間目標年次とし，計画の達成状況や社会情勢の変化など
を勘案して，必要に応じて計画の見直しを行なうこととします。

（5）計画策定の
　    基本的な
　    考え方

地球温暖化対策をはじ
めとする地球環境問題
への対応の強化

これまでに推進してきた地球環境問題に対する取
り組みを，より一層充実させ，市民，事業者，市
が具体的な取り組みを着実に展開し，地球環境の
保全に貢献することを基本的な考え方とします。

豊かな自然環境の保全

私たちの暮らしに恩恵を与えてくれる本市の豊か
な自然環境を次世代へ残していくために，市民一
人ひとりが，自然を大切にする心をはぐくみ，自
然を大切にする行動を実践していくことを基本的
な考え方とします。

市民・事業者・市が協
働して，環境保全活動
を展開するための取り
組み

団体同士の交流・情報交換によるネットワークの
形成や，いろいろな場面・機会を通じて幼児から
高齢者までの各世代に応じた環境教育・環境学習
活動への支援を図り，より多くの人々が環境保全
活動を実践できるような仕組みづくりを進め，市
民・事業者・市が協働して様々な取り組みを展開
していくことを基本的な考え方とします。



5

1　地球環境

●地球温暖化について，日本の年平均気温はこの 100 年間で約 1.11℃上昇しています。
●酸性雨について，国では酸性雨の長期モニタリングを行っています。
●オゾン層の破壊について，国では規制対象物質の段階的対策を行っています。
●森林減少について，国では森林保全に向け国際協力を進めています。
●海洋汚染について，国では油や廃棄物の排出規制など，船舶などに対する監視・指導を行っ

ています。
●生物多様性の状況について，国では全国の自然環境の現状や変化の状況を把握するため調査

を行っています。

2　大気
●大気環境はおおむね良好な状況です。
●引き続き自動車排出ガスの抑制や適正な監視体制の確保が必要です。
●悪臭に対する苦情の割合が多く，適正な施設管理などが必要です。

3　水
●松倉川水系や常盤川水系の一部で汚濁が見られます。
●今後も適正な監視体制が必要です。
●健全な水循環の確保に向けた取り組みが必要です。

4　騒音・振動

●自動車騒音については，昼夜とも環境基準を超過している地点が見られます。
●生活騒音や工事などにおける騒音・振動に対しては，近隣住民への配慮が必要です。
●騒音に対する苦情の割合が多く，規制基準の遵守が求められます。
●今後も適正な監視体制が必要です。

5　化学物質
●適正管理の確立および情報の収集が必要です。
●今後も化学物質や人体への影響が懸念される事象などに対する調査・研究が必要です。

6　自然
●豊かな自然環境が存在し，多様な動植物が生息・生育しています。
●自然との共生に向けた取り組みが必要です。
●自然状況の把握や自然保護意識の高揚などが必要です。

7　自然との
　  ふれあいの
　  場

●市街地において自然とふれあうことのできる水辺が少ないと感じられています。
●快適に憩える公園などの整備が必要です。
●緑化運動や水辺の美化など，身近な取り組みが必要です。

8　景観

●歴史的町並みをはじめとした都市景観の形成が進められています。
●函館山からの眺望景観は多くの市民，観光客に親しまれていますが，環境への配慮も必要で

す。
●美化に対する意識・マナーの向上が求められています。

9　廃棄物

資源の循環的利用
●廃棄物として処理されるものの中には，循環資源として利用できるものが含まれています。
●資源が有効利用される，資源循環システムの構築が必要です。

廃棄物
●1人1日あたりの排出量は横ばい傾向であることから，今後も減量化に取り組む必要があります。
●産業廃棄物については，再資源化が進んでいますが，引き続き発生抑制に向けた取り組みが

必要です。
●不法投棄の対策として，意識啓発に向けた取り組みが必要です。

10　エネルギー
　    の有効利用

●使用電力量は増加しています。
●省エネルギーの推進や自然エネルギーの利用を促進する必要があります。
●公共交通機関利用者が減少しています。

11　環境教育・
　    意識啓発

●正しい知識と問題解決能力を有する人材育成に向けた取り組みが必要です。
●環境教育や環境学習の取り組みは行われていますが，今後は一層の充実が必要です。
●環境保全意識の向上を図るため，更なる情報提供が必要です。

12　環境保全
　    活動

●様々な取り組みが行われていますが，今後はより積極的・自発的な行動が必要です。
●環境に関する行事や市民活動への参加が必要です。
●環境保全活動の拡大や連携への取り組みが必要です。
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基本目標 具体的方針 施策の柱

地球にやさしい
まち

1　地球環境の保全に努めます

○温暖化の防止

○酸性雨への対策

○オゾン層破壊の防止

○森林の保全

○海洋汚染の防止

○生物多様性の保全

安心して
暮らせるまち

2　すがすがしい空気を守ります

○自動車・交通対策

○工場・事業場対策

○大気の監視

○悪臭への対策

3　清らかなせせらぎや美しい海を守ります

○生活排水への対策

○事業活動による水質汚濁の防止

○川や海，地下水の水質の監視

○水循環の確保

4　やすらぎの音環境を守ります

○自動車・交通による騒音・振動への対策

○工場・事業場・建設作業による騒音・振動への対策   

○近隣騒音への対策　　　　　　　　　　　○騒音・振動の監視

5　安全な暮らしを守ります

○有害化学物質の発生抑制 ○化学物質などへの対策

豊かな自然と
共生するまち

6　たくさんの生き物が息づく自然を守ります

○希少な動植物の保護

○動植物の生息・生育環境の保全　

○自然保護意識の向上

うるおいと
安らぎを
感じるまち

7　水と緑とのふれあいのある生活空間をつくります

○緑化の推進

○親水空間の創造　

○ふれあいの推進

8　個性とゆとりある町並みをつくります

○地域特性を生かした町並みづくり

○夜景の保全

○美化の推進

資源を
大切にするまち

9　循環型の社会をつくります

○3Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の推進

○廃棄物の適正処理

10　エネルギーを有効活用します

○省エネルギーの推進

○自然・未利用エネルギーの利用促進

○公共交通の利用促進

こころと参加で
つくるまち

11　環境保全意識の向上に努めます

○環境保全に関する人づくりの推進

○環境教育・環境学習の充実と普及

○環境情報の充実と共有

12　環境保全活動の輪を広げます

○環境保全活動の推進

○環境ネットワークの形成

○国際協力の推進
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施策の柱 市の役割 市民・市民団体の役割 事業者の役割

温暖化の
防止　　

◇地球温暖化防止対策を進めます

◇コンパクトなまちづくりを推
進します

◇省資源，廃棄物対策を進めます

◇エネルギー対策を進めます

◇森林の保全・緑化の推進に努
めます

◇地球温暖化に関する意識啓発
を行います

○公共交通機関の利用など自動
車排出ガスの削減に努めます

○省エネルギーや廃棄物の減量
などに努めます

○緑の保全と育成に協力します

○意識の向上に努めます

△温室効果ガスの削減に努めます

△省資源，省エネルギー型の事
業活動に努めます

△緑の保全と育成に協力します

△意識の向上に努めます

酸性雨へ
の対策　

◇大気汚染物質の排出量の削減
を図ります

◇酸性雨に関する情報の収集・
提供に努めます

○公共交通機関の利用など自動
車排出ガスの削減に努めます

○酸性雨調査などに協力します

△低公害車の導入など自動車排
出ガスの削減に努めます

△工場，事業場からの排出ガス
の適正処理を進めます

△酸性雨調査などに協力します

オゾン層
破壊の　
防止　　

◇オゾン層破壊に関する情報の
収集・提供に努めます

○フロン類使用製品を廃棄する
ときは適正処理に努めます

△フロン類使用製品を廃棄する
ときは適正処理に努めます

森林の　
保全　　

◇熱帯材などの使用の減量を推
進します

◇森林減少の地球環境への影響
の把握などの情報の収集・提
供に努めます

○リサイクル紙などの使用によ
る木材使用の減量に協力します

○古紙回収などに協力します

△建築用資材などの再利用に努
めます

海洋汚染
の防止　

◇海洋汚染に関する情報の収集・
提供に努めます

◇日常生活や事業活動における
適正な排水処理を促進します

◇油流出事故などへの的確な対
応を図ります

○日常生活における適正な排水
処理に努めます

△適正な航行や廃棄物処理に努
めます

△事業活動などにおける適正な
排水処理に努めます

△適正な施設の維持管理に努め
ます

生物　　
多様性の
保全　　

◇野生動物の保護管理に関する
条約や国際協定に基づく取り
組みに協力します

◇野生生物に関する情報の収集・
提供に努めます

○野生動物の保護管理に関する
条約や国際協定に基づく取り
組みに協力します

△野生動物の保護管理に関する
条約や国際協定に基づく取り
組みに協力します
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施策の柱 市の役割 市民・市民団体の役割 事業者の役割

自動車・
交通対策

◇円滑な交通流の確保による排
出ガス発生の軽減に努めます

◇低公害車の利用・普及を図ります

◇エコドライブの普及を進めます

◇時差通勤，カーシェアリング
などの交通需要の調整の取り
組みを推進します

◇公共交通の利便性の向上に努
めます

◇自転車走行に配慮した道路整
備に努めます

◇緑地帯の整備や道路舗装率の
向上に努めます

○低公害車の使用に努めます

○エコドライブに努めます

○カーシェアリングなど交通需要
の調整の取り組みに協力します

○公共交通機関・自転車などの
利用に努めます

○沿道や地域の緑化に努めます

○散水などにより土埃の発生予
防に努めます

△業務用自動車などへの低公害
車の導入に努めます

△エコドライブの励行に努めます

△時差通勤など交通需要の調整
の取り組みに協力します

△自動車の適正な使用管理に努
め，自動車の使用を減らすよ
う努めます

△公共交通機関の利用に努めます

△沿道や地域の緑化に努めます

△物流の効率化に努めます

工場・　
事業場　
対策　　

◇ばい煙の排出基準や粉じんの
管理基準などの遵守について
の指導を徹底します

◇散水の励行や建設作業への指
導など土埃の発生予防対策を
推進します

△法令などによる規制・指導を
遵守します

△クリーンエネルギーの利用や
省エネなどにより排出ガス削
減に努めます

△敷地内の緑化に努めます

△粉じんの発生対策を講じます

△土埃の発生予防対策を講じます

大気の　
監視　　

◇大気汚染監視システムの充実
を図ります

◇有害大気汚染物質の監視・測
定に努めます

◇野焼きの防止に努めます

○大気汚染の調査に協力します

○沿道や地域の緑化に努めます

○野焼きを行わないよう関係法
令を遵守します

△大気汚染の調査に協力します

△野焼きを行わないよう関係法
令を遵守します

悪臭への
対策　　

◇監視・指導の強化に努めます

◇発生源対策を推進します

○悪臭の発生を予防し，近隣へ
の配慮に努めます

△法令などによる規制・指導を
遵守します

△悪臭の発生を予防し，近隣へ
の配慮に努めます
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施策の柱 市の役割 市民・市民団体の役割 事業者の役割

生活排水
への対策

◇公共下水道を整備し水洗化の
普及を図ります

◇合併処理浄化槽の普及を図り
ます

◇水質汚濁防止のために啓発を
行います

○公共下水道整備地域において
は水洗化の普及に協力します

○合併処理浄化槽の設置や適正
管理を進めます

○日常生活で水をできるだけ汚
さないように努めます

○家庭菜園などの有機肥料の使
用や低農薬に努めます

△公共下水道整備地域において
は水洗化の普及に協力します

△水への負荷の少ない商品を製
造・販売します

事業活動
による　
水質汚濁
の防止　

◇工場などの排水への規制・監
視の徹底を図ります

◇農薬などの適正使用や家畜排
せつ物の適正管理などを促進
します

△水源地や河川の保全に配慮し
ます

△法令などの規制・指導を遵守
します

△工事や作業時の水質汚濁防止
措置を施します

△農薬などの適正使用や家畜排せ
つ物の適正管理などに努めます

川や海，　
地下水の
水質の　
監視　　

◇水質の監視体制の充実を図り
ます

◇有害化学物質などへの対応に
努めます

○水質の調査に協力します △水質の調査に協力します

△排水などの水質検査を実施
し，水質の把握に努めます

水循環の
確保　　

◇生態系に配慮した川づくりを
推進します

◇水辺環境の保全活動を支援します

◇水辺の環境学習を推進します

◇水源かん養林を適切に管理します

◇雨水利用施設の普及を図ります

◇雨水浸透施設の整備を促進します

◇節水意識や水の循環について
の啓発を進めます

○水辺の動植物の保全に努めます

○水辺環境の保全活動に参加します

○水辺の環境学習に参加・協力
します

○水源かん養林の保護・育成に
協力します

○雨水浸透施設の設置に協力します

○水の再利用や雨水の利用など
節水に努めます

△水辺の動植物の保全に努めます

△生態系に配慮した川づくりに
協力します

△水辺環境の保全活動に参加します

△水辺の環境学習に協力・参加します

△水源かん養林の保護・育成に
協力します

△雨水浸透施設の設置に協力し
ます

△事業所での節水や節水型機器
の設置に努めます
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施策の柱 市の役割 市民・市民団体の役割 事業者の役割

自動車・ 
交通に
よる
騒音・　
振動への
対策　　

◇公共交通機関の利用促進を進
め，自動車交通量の低減に努
めます

◇自転車走行に配慮した道路整
備に努めます

◇道路の植栽や空港周辺などで
の緑地帯の整備を進めます

○公共交通機関・自転車の利用
に努めます

△公共交通機関の利用に努めます

△物流などにおける，生活道路
の通行は避けるよう努めます

工場・　
事業場・
建設作業
による　
騒音・　
振動への
対策　　

◇工場や事業場，建設現場に対
する騒音・振動の規制・指導
を徹底します

△法令などの規制・指導を遵守
します

△低騒音・低振動型機器の利用
に努めます

△緩衝緑地の設置に努めます

近隣騒音
への対策

◇営業騒音に対する指導に努め
ます

◇生活騒音の周辺への配慮につ
いての啓発に努めます

○生活騒音に関して近隣へ配慮
します

△法令などの規制・指導を遵守
します

△営業騒音の周辺への配慮に努
めます

騒音・　
振動の　
監視　　

◇監視体制を強化します ○騒音調査などに協力します △騒音・振動を発生する施設や
作業については，その把握に
努めます



12

施策の柱 市の役割 市民・市民団体の役割 事業者の役割

有害化学
物質の　
発生抑制

◇一般廃棄物や産業廃棄物の適
正処理を推進します

◇発生施設の適正管理を促進します

◇発生施設の改善を指導・支援
します

◇農薬の適正使用や節減を支援
します

○ごみの分別・減量に努めます

○野焼きを行わないよう関係法
令を遵守します

○家庭菜園では農薬の適正使用
に努めます

△廃棄物の適正処理を行います

△化学物質の適正管理に努めます

△施設の適正管理に努めます

△野焼きを行わないよう関係法
令を遵守します

△農薬の適正使用に努めます

化学物質
などへの
対策　　

◇ダイオキシン類など監視体制
を充実します

◇環境ホルモンに関する情報収
集に努めます

◇汚染土壌の適正処理に向け，
監視・指導を行います

◇化学物質などに関する情報の
収集・提供を行います

◇電磁波や，健康被害を及ぼす
おそれのある病害虫や放射能
などに関する情報の収集・提
供に努めます

◇建築物の解体などの工事にお
ける，アスベスト粉じんの飛
散防止に関する監視・指導を
行います

○化学物質などに関する調査に
協力します

○所有地などの衛生的な管理に
努めます

○化学物質などに関する情報の
収集・提供を図ります

△化学物質などに関する調査に
協力します

△敷地などの衛生的な管理に努
めます

△汚染土壌の適正処理を行います

△化学物質などに関する情報の
公開に努めます

△化学物質の使用にあたって
は，環境に及ぼす影響を考慮
します

△建築物の解体などの工事にあ
たっては，アスベスト粉じん
の飛散防止対策を講じます
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施策の柱 市の役割 市民・市民団体の役割 事業者の役割

希少な　
動植物の
保護　　

◇野生動植物の分布や生態に関
する情報の収集・提供を図り
ます

◇法令などに基づく適正な野生
動植物の保護を進めます

○動植物の調査に協力します

○動植物を捕獲や盗掘から守り
ます

△動植物の調査に協力します

△動植物を捕獲や盗掘から守り
ます

動植物の
生息・　
生育環境
の保全　

◇法令などに基づく適正な自然
環境保全を進めます

◇生態系を維持する森林や農地
などの保全管理を進めます

◇生態系に配慮した川づくりを
推進します

◇特定外来生物による生態系な
どへの影響の防止に努めます

◇近隣市町や北海道などと広域
的な連携を図ります

○自然環境の監視活動に参加・
協力します

○動植物の生息・生育環境の保
全に努めます

○河畔林の造成などに参加・協
力します

○自然林の再生・回復活動に参
加・協力します

○生き物を大切にする心を育て
ます

○外来動植物やペットを適正に
管理します

△自然環境の監視活動に参加・
協力します

△動植物の生息・生育環境の保
全に努めます

△生態系に配慮した川づくりに
協力します

△開発や土地利用に関しては，
自然環境に配慮します

自然保護
意識の　
向上　　

◇自然環境保全に関わるイベン
トなどを推進します

◇自然環境保全活動に対する支
援を図ります

◇自然環境に関する情報の収集・
提供を図ります

○家庭での自然とのふれあいや
遊びの機会を確保します

○自然観察会などへ参加します

○自然環境に関する情報の収集・
提供を図ります

△自然環境保全に関わるイベン
トなどに参加・協力します

△自然環境保全活動の実施や活
動を支援します

△自然環境に関する情報の収集・
提供を図ります
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施策の柱 市の役割 市民・市民団体の役割 事業者の役割

緑化の　
推進　　

◇公園や公共空間などの緑化を
推進します

◇街路樹の整備を進めます

◇保存樹木や保存樹林の管理に
助成を行います

○公園や街路の緑化に自主的に
参加・協力します

○花壇づくりなどに努めます

○保存指定された樹木や樹林の
維持管理に努めます

△公園や街路の緑化に参加・協
力します

△敷地内の緑化を進めます

△保存指定された樹木や樹林の
維持管理に努めます

親水空間
の創造　

◇河岸や海辺などにおいて水と
親しむ空間の整備を進めます

◇水辺の美化を推進します

○水と親しむ空間づくりに参加・
協力します

○水辺の散策路や休憩施設の美
化や維持管理に協力します

△水と親しむ空間づくりに参
加・協力します

△水辺の散策路や休憩施設の美
化や維持管理に協力します

ふれあい
の推進　

◇市民の緑化活動を支援します

◇農業体験施設などのふれあい
の場を創出・提供します

◇水辺の環境学習を推進します

○緑化活動に参加・協力します

○農業体験施設などのふれあい
の場を積極的に活用します

○水辺の環境学習に参加・協力
します

△市民の緑化活動を支援します

△緑化活動に参加・協力します

△水辺の環境学習に参加・協力
します
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施策の柱 市の役割 市民・市民団体の役割 事業者の役割

地域特性
を　　　
生かした
町並み　
づくり　

◇歴史的文化的建造物の保全に
努めます

◇都市景観形成地域をはじめと
して，地域特性に配慮した町
並みづくりを進めます

◇公共施設整備にあたっては，
都市景観形成の先導的な役割
を果たすよう努めます

◇屋外広告物に関する規制・指
導を行います

◇町並みづくりの意識向上を図
ります

○歴史的文化的建造物の保全に
協力します

○地域特性に配慮した町並みづ
くりに協力します

○景観形成に協力します

△歴史的文化的建造物の保全に
協力します

△地域特性に配慮した町並みづ
くりに協力します

△景観形成に協力します

夜景の　
保全　　

◇眺望地点としての函館山や扇
形の地形的特性を保全します

◇建物のライトアップの省エネ
ルギー化などにより，環境に
配慮した夜景の創造に努めます

○函館山の環境保全に協力します

○街灯などの省エネルギー化や
自然エネルギーの導入など，
環境に配慮した夜景の創造に
努めます

△函館山の環境保全に協力します

△建物のライトアップなどの省 
エネルギー化や自然エネルギー
の導入など，環境に配慮した
夜景の創造に努めます

美化の　
推進　　

◇ポイ捨て防止，ごみの持ち帰
りなど環境美化の取り組みを
強化します

◇清掃活動の呼びかけや活動を
支援します

◇適切な除排雪を行います

○ポイ捨て防止，ごみの持ち帰
りを実践します

○清掃活動に参加・協力します

○所有地における雑草などの適
正管理に努めます

○周囲に配慮した除雪に努めます

△ポイ捨て防止，ごみの持ち帰
りを実践します

△清掃活動に参加・協力します

△研修の実施など美化意識の高
揚に努めます

△周囲に配慮した除雪に努めます
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施策の柱 市の役割 市民・市民団体の役割 事業者の役割

 3R
（リデュース・
リユース・
リサイクル）
の推進　

◇ 3 R 運動を推進します

◇資源の集団回収を支援します

◇資源循環型のごみ処理システ
ムを検討します

◇市民意識の啓発に努めます

◇各種リサイクル法の周知啓発
に努めます

◇グリーン購入を推進します

○必要なものだけを購入し，ご
みの発生抑制に努めます

○再使用や修理ができるような
製品を購入します

○マイバッグの持参や容器・包
装の少ない製品を購入します

○食材の使い切りや生ごみの水
切りなど減量化に努めます

○資源の集団回収に協力します

○コンポストなどにより，生ご
みの資源化や減量化に努めます

○フリーマーケットなどのリサ
イクルシステムを活用します

○グリーン購入に努めます

△容器・包装の少ない製品や再
利用可能な製品の製造・販売
に努めます

△製造過程で発生する廃棄物の
減量化，再生利用に努めます

△修理に関する窓口などの設置
に努めます

△リサイクル技術の調査研究に
努めます

△製造したものの回収・リサイ
クルに努めます

△リサイクルシステムに協力し
ます

△製品などの廃棄時における配
慮事項など，適切な情報提供
に努めます

△エコマーク商品など，環境負
荷が少ない製品の開発や販売
に努めます

△原材料への再生資源などの使
用に努めます

廃棄物の
適正処理

◇廃棄物の適正処理を推進します

◇適正なごみの分別に関する周
知の徹底に努めます

◇不法投棄の防止に努めます

◇海岸漂着物への的確な対応を
図ります

○適正なごみの分別と排出マナー
の向上に努めます

○不法投棄などは行わないよう
関係法令を遵守します

△適正な廃棄物の分別を行います

△廃棄物の適正な保管・運搬・
処理に努めます

△不法投棄などは行わないよう
関係法令を遵守します
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施策の柱 市の役割 市民・市民団体の役割 事業者の役割

省エネル
ギーの　
推進　　

◇省エネルギーの意識啓発を行
います

◇省エネルギー型製品の製造・
販売・購入を奨励します

◇公共施設などにおける省エネ
ルギー化を推進します

◇エネルギー効率の良い建築物
の建設を推進します

◇物流の効率化を促進します

◇エコドライブの普及を進めます

○節電など身近な省エネルギー
に取り組みます

○省エネルギー型製品の購入に
努めます

○冷暖房の設定温度に配慮します

○住宅の断熱化に努めます

○エコドライブに努めます

△事業所における節電など省エ
ネルギーに取り組みます

△省エネルギー型製品の製造・
販売・購入に努めます

△エネルギー効率の良い建築物
の建設に努めます

△物流の効率化に努めます

△エコドライブの励行に努めます

自然・　
未利用エ
ネルギー
の　　　
利用促進

◇公共施設での自然エネルギー
の利用を推進します

◇コージェネレーションシステ
ムの導入を促進します

◇未利用エネルギーの有効利用
を図ります

○ソーラーシステムなど，自然
エネルギーの利用に努めます

△ソーラーシステムなど，自然
エネルギーの利用に努めます

△コージェネレーションシステ
ムの導入に努めます

△未利用エネルギーの有効利用
に努めます

公共交通
の　　　
利用促進

◇公共交通機関の利用促進を図
ります

◇公共交通の利便性の向上を図
ります

○公共交通機関の利用に努めます △公共交通機関の利用に努めます
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施策の柱 市の役割 市民・市民団体の役割 事業者の役割

環境保全
に関する
人づくり
の推進　

◇高等教育機関との連携などに
より，環境保全活動の中心と
なる人材育成を図ります

◇環境問題や環境保全活動に関
する講座や研修会の開催の充
実を図ります

○講座や研修会に参加します

○環境保全意識の普及に努めます

△環境保全活動の中心となる人
材育成に努めます

  環境教育・
環境学習
の充実と
普及　　

◇学校における環境教育を充実
します

◇町会や市民団体などによる環
境教育・環境学習の活動を支
援します

◇生涯学習の一環としての環境
学習を推進します

○家庭や地域での環境教育に取
り組みます

○町会などによる環境教育・環
境学習活動の充実を図ります

△環境教育に取り組みます

△町会などの環境教育・環境学
習に参加・協力します

環境情報
の充実と
共有　　

◇環境モニター制度を推進します

◇函館市環境基本計画などに関
する広報活動を行います

◇函館市環境白書などにより環
境情報の提供を行います

○環境モニター制度に参加・協
力します

○環境に関する情報を有効に活
用します

○環境に関する情報の収集と提
供に協力します

△環境モニター制度に協力します

△環境に関する情報を有効に活
用します

△環境に関する情報の収集と提
供に協力します
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施策の柱 市の役割 市民・市民団体の役割 事業者の役割

環境保全
活動の　
推進　　

◇地球にやさしいライフスタイ
ルの提案・普及啓発を進めます

◇市民と協働した環境保全を推
進します

◇ NPO などの市民団体活動を支
援します

○環境にやさしいライフスタイ
ルに努めます

○環境保全活動に自主的に取り
組みます

○ NPO などの市民団体活動へ
参加します

△環境にやさしいライフスタイ
ルを推進します

△環境保全活動に積極的に参加
します

△ NPO などの市民団体活動へ参
加します

環境　　
ネット　
ワークの
形成　　

◇市民・市民団体・事業者・市
などによる環境ネットワーク
の形成を図ります

◇環境ネットワークを活用した
環境保全活動に取り組みます

◇近隣市町との連携を確保し，
環境保全施策の強化を図ります

○環境ネットワークの形成に参
加・協力します

○環境ネットワークを活用した
環境保全活動に参加します

△環境ネットワークの形成に参
加・協力します

△環境ネットワークを活用した
環境保全活動に参加します

国際協力
の推進　

◇環境情報を発信します

◇環境をテーマとした国際会議
などの開催を促進します

◇技術者の派遣や受け入れなど
人的な交流や情報交換を推進
します

○函館の環境情報を発信します

○国際会議やイベントへ積極的
に参加します

○研修生の受け入れなどに協力
します

△環境に関する取り組みを発信
します

△国際会議やイベントへ積極的
に参加します

△人材交流や技術交流を推進し
ます

△国内外の環境保全団体へ支援
を行います
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ゾーン 環境配慮指針

（1）潤いある

　　生活空間と

　　都市機能を

　　有する市街地

　　ゾーン

（ア）個性とゆとりある町並みの創造と環境への配慮

●地域の特性を生かした個性ある町並みづくりを進めることが必要です。

●周辺の環境美化への配慮など，一人ひとりの意識の高揚を図ることが
必要です。

（イ）健康で安心して暮らせる生活空間の形成

●自動車の騒音や近隣騒音など都市生活型の公害を未然に防ぐための
ルールやマナーを守ることが重要です。

●市民一人ひとりが互いを思いやる気持ちを持って，快適な生活を送れ
るように配慮していくことが重要です。

（ウ）各種規制・基準の遵守と，環境に配慮した事業活動

●事業活動を行う際は，法律などに基づく各種規制を遵守し，公害の発
生を予防し，環境への負荷を低減することが責務となっています。

●資源やエネルギーの有効利用のほか，環境配慮型製品の製造・販売な
ど環境保全に向けた取り組みを積極的に進めていくことが必要です。

（2）緑地と農地を

　　中心とした

　　自然との共生

　　ゾーン

（ア）豊かな自然環境との共生

●自然体験型の環境学習など，豊かな自然環境を活用した環境教育・環
境学習を推進していくことが重要です。

●住環境の整備にあたり，人と自然の共生という観点に立って，自然環
境へ配慮することが重要です。

（イ）農業における環境保全

●家畜排せつ物を利用した，たい肥などによる土づくりや，無農薬・低
農薬農業をさらに進めるほか，農業体験を通じた環境教育など，地域
環境へ貢献していくことが求められています。

（3）自然公園と

　　森林地域を保全

　　する自然環境

　　ゾーン

（ア）動植物の生息・生育空間の保全

●市民や観光客などに対して自然環境に関する意識啓発を図り，市民・
市民団体・事業者・市などが協力・連携して自然環境を保全すること
が重要です。

（イ）貴重な自然環境の保全に向けた環境教育・環境学習の充実

●市民・市民団体・事業者・市などが参加・協働して，自然環境保全の
ための環境教育や環境学習を充実していくことが重要です。

（4）豊かな海と

　　ともに歩む

　　漁業集落

　　ゾーン

（ア）貴重な水産資源をはぐくむ，美しい海の保全

●水質の保全や海岸の環境保全，海をはぐくむ森林など自然環境の保全
に取り組むことが重要です。

（イ）漁業における環境保全

●廃棄物の適正処理や，動力機関や照明などの使用における省エネルギー
化など環境負荷の低減に向けた取り組み，漁業体験を通じた環境教育
など，地域環境へ貢献していくことが求められています。
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